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新 旧 対 照 表（抄）

第 1編　保護の実施要領関係 第 1編　保護の実施要領関係

問７－９６〔世帯人員別の住宅費（限度額）の認定〕

　保護の基準別票第 3の 2の規定に基づき厚生労
働大臣が別に定める額（限度額）のうち、世帯人
員別の限度額の適用に当たって、世帯分離されて
いる者も、現に同居していれば、世帯人員に含め
てよいか。

問７－９６〔７人以上世帯の住宅費の認定〕

　家賃、間代等限度額について、局第７の４の（１）
のオにより、７人以上世帯の特別基準限度額が示さ
れているが、この場合、世帯分離されている者も、
現に同居していれば、世帯人員に含めてよいか。

　（答）世帯人員別の限度額の適用に当たっては、
同一世帯員として現に同居し、保護を受けている
者を世帯人員に含めるものであり、設問のように、
世帯分離により保護を受けていない者は、同居し
ている場合であっても世帯人員には含めないもの
である。

　（答）この特例は、同一世帯員として現に同居し、
保護を受けている場合の措置であり、設問のよう
に、世帯分離により保護を受けていない者は、同
居している場合であっても世帯人員には含めない
ものである。
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